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長野県における集落営農の課題について
-3ファームを比較して-

Problems of the collective agricultural management and sustainment 
of the rural community in Nagano Prefecture 

-comparIson of three farms一

はじめに

集落営農は利用権設定によって農地を集積し、生

産から販売まで一括して経営する組織である。 1992

年(平成4)の新政策「新しい食料 ・農業 ・農村政

策の方向」において、経営体を個別経営体と組織経

営体に分け、後者も家族集合体ではなく個人を単位

とする経営体として捉えた。 2002年 12月に成立し

た「米政策改革大綱Jにおいて集落営農のうち一定

の要件を満たすものについて集落型経営体として、

認定農業者と同様の担い手として位誼づけている。

03年 9月に施行された農業経営基盤強化促進法の

改正において、法人格をもたない任意組織としての

集落営農組織のうち、経営主体としての実態を有す

るものを特定農業団体として位置づけられた。この

団体の設立要件は、近い将来、法人化が確実視され

ることである(1)。

こうした農政の結果、集落営段数は、 全国では

2006年に l万0，481から 08年には l万3.062を数

え(2)、長野県においては 08年 261、09年 294と増

力日している。

日本農業はグローパル化と高齢化にさいなまれて

苦しい局面に立たされており、その対策の一つが集

落営農と考えられるが、諸研究成果によれば、集落

営農の性格として、①ある法人経営の代表者は、

「集落営践の目的は経営体として発展することでは

なく、存続することにある。p)と語っている。ま

た、②出家 13戸の集落営農では、共同で作業する

ことの楽しさが強調されている(4)。③集落営農の経

営形態として出作業受託方式が多いのは、私有地の

保全管理労働から分離された畦畔草刈を地権者に行

わせるためである。これを「過渡的賃貸借」と称し

ている(5)。

これらはそれぞれ当を得た成果と思われるが、 集

落営J~の規模と歴史(設立年)はさまざまであり、

上記の指摘がどのような規模に当てはまるのかを、
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長野県について検証してみようとするのが、本稿の

課題である。

I 農業センサスから見た3地区の概要

集落営農の実態に入る前に、いま長野県農業が抱

えている問題点のうち、農業従事者の高齢化(担い

手問題)による農地の維持管理の難しさについてセ

ンサスをみてみよう。ここでは f中間農業地域Jで

米作を主とする飯山市、大町市、信濃町の 3地区を

取り上げる(6)。表 1によれば， 3地区のうち、信濃

町は、借地率県計の 35.0%に対して高く (61.3 %)、

飯山市の借地率は低いが、全作業受託率は16.1% 

と高い。大町市は借地率も全作業受託率も高くない

が、その代わり、 3つの部分作業受託率は県並みの

水準に達している。要するに、センサスで見る限り、

飯山市は全作業受託型で、大町市は部分作業受託型

で¥信濃町は借地型で農業を維持している。

表 1 経営体による稲作田の借地率と

作業受託率 (2005年)

t行.位 :%

全作業
部分作業受託率

借地率 耕起 ・ 稲刈り受託率
代かき

庇l植
-脱穀

県旨l' 35.0 3.0 13.1 11.5 
飯山市 29.8 16.1 9.3 8.9 23.9 
大町市 29.6 1.6 13.3 11.9 3l.0 
信濃町 6l.3 0.6 1.6 0.6 1.8 

(出所) 2005 年世界J~林業センサス第 l 巻 『長野県統

計{!Uによる。

それでは、 意欲的に農業を支えていると思われる

4 ha以上経営規模層がどの程度の書IJ合で存在する

かを見たのが表 2である。飯山市ではその書IJ合は 1

%台、大町市では 2%台であるのに対して信濃町、

とりわけ z(大字)では 7.8%に及んでいる。大規

模な自立的経常者が多いほど、独自の経営にこだわ



Problems of the collective agricultural management and 

sustainment of the rural community in Nagano Prefecture 

るため、集落営農の立ち上げに際してはコンセンサ

スが得られにくいと考えられる。

表 2 経営耕地別農家数と 4ha以上層(販売農家)

単位: (%)、[%]

地区 農家数 4.0 ha以上 | 
2000年 県 90，401 (100.0) 

2005年 74，719 (82.7) 1，351 [1.81] 

2000年 飯山市 2，388 (100.0) 

2005年 1，937 (81.1) 34 [1.76] 

2000年 うちX 267 (100.0) 一
2005年 217 (81.3) 1 [0.46] 

2000年 大町市 1，680 (100.0) 39 [2.32] 

2005年 1，418 (84.4) 52 [3.66] 

2000年 うちY 473 (100.0) 11 [2.32] 

2005年 398 (84.1) 11 [2.76] 

2000年 信濃町 858 (100.0) 30 [3.50] 

2005年 661 (77.0) 33 [4.99] 

2000年 うちZ 263 (100.0) 15 [5.70J 

2005年 218 (82.9) 17 [7.80J 

(注)[ ]内は出家総数に対する割合。 X、Y、Zは大字。

(出所)各年農林業センサス 『長野県統計書』による。

次に農家の高齢化状況を、表 3で見てみると、県

計の 36.8%に対して、飯山市(うち Xも)では 70

歳以上の割合が少なく (30.2%)、その分、 50歳代

(27. 2 %)ないしそれ以下層に依存していること

になる。大町市とりわけ Yでは 70歳以上が低め

(32.3%)で、 50歳代が 29.1%と高い。信濃町で

は50歳代が、とりわけ Zでは高い (30.6%)。し

かし一方、 70歳以上をみると Zの高齢化率が 10.7 

%から 36.9%に急上昇しているのも一つの特徴で

ある。 30%台を占める 70歳以上層がリタイヤする

前に彼らが集落営農の中核として支えていく必要が

ある。いずれにしても 3地区ともに 50歳代の果た

す役割が大きいといえよう。

11 3地区におけるファーム(集落営農)の成立

(i) Aファーム

ファームの立ち上げは、 1999年度(平成 11)に

東京農業大学教授を招いて、地域集落における TN

法 ・合意形成の法について受講し、当該集落 (36

戸)に関して当面する問題点を出し合ったところか

ら始まる。そこで出された課題として、後継者がい

ない、農業資材が高い、売り上げが少ない等。これ

らに取り組んだ結果、肥料 ・農薬を農協と団体交渉

をして安価に買う、任意組織の Cファームをつく

り、米の共同出荷をおこなった。これに先立って、

集落内にいる4人の認定農業者は、転作大豆の認農

受託組合を立ち上げ、大豆を蒔いて作業の一環体系

を作っていた。 2005年から本格的に集落営農の法

人化に向けた研修が行われ、翌年6月に農事組合法

表3 年齢別農業経営者数(販売農家)

地 区 男 !J:.・計 男 子宮| 50 -59歳 60 -69歳

2000fj:'. ~恩.、 百十 90，401 (100.0) 83，311 (100.0) 19.513 (23.4) 25.964 (31.2) 

2005年 74，719 (82.6) 70.814 (100.0) 16，347 (23.1) 20，290 (28.7) 

2000年 飯山市 2.388 (100.0) 2，137 (100.0) 506 (23.7) 657 (30.7) 

2005年 1，937 (81.1) 1，825 000.0) 473 (25.9) 512 (28.1) 

2000年 うちX 267 (100.0) 239 (100.0) 55 (23.0) 75 (31.4) 

2005年 217 (84.4) 202 (100.0) 55 (27.2) 56 (27.7) 

2000年 大 IIIT市 1，680 (100.0) 1，521 (100.0) 427 (28.1) 468 (30.8) 

20051:1~ 1，418 (84.4) 1，304 (100.0) 334 (25.6) 379 (29.1) 

2000年 うちY 473 (100.0) 441 (100.0) 140 (31.7) 126 (28.6) 

2005年 398 (77.0) 368 000.0) 107 (29.1) 108 (29.3) 

2000fl~ 信 濃 IIIT 858 (100.0) 788 000.0) 192 (24.4) 241 (30.6) 

2005年 661 (77.0) 622 (100.0) 185 (29.7) 166 (26.7) 

2000年 うちZ 263 (100.0) 238 000.0) 65 (27.3) 77 (32.4) 

20051f 218 (82.9) 206 (100.0) 63 (30.6) 49 (23.8) 

(注)1.民業経営者・とは、男ム・を問わず、その世帯の農業経営に責任を持つものをいう。

(出所)各年山林業センサス第 I巻 f長野県統計魯』による。
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単位 :人、(%)

70歳以上

25.242 (30.3) 

26.083 (36.8) 

581 (27.2) 

568 (31.1) 

61 (25.5) 

61 (30.2) 

405 (26.6) 

466 (35.7) 

102 (23.1) 

119 (32.3) 

229 (29.1) 

215 (34.6) 

47 (19.7) 

76 (36.9) 
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人が設立され、 同7月に特定農業法人に認定された。

当該集落(非農家も含めて)37戸のうち10aでも

水田のあるもの 28戸が構成員になっている。仲間

だけでつくる農事組合法人とは違い、全農家を巻き

込んだ集落営農となっている。その年齢構成は表4

のように分布しており、 60代前半が多いものの 10

年後には担い手として危機的様相を示すと予想され

ることからファームの結成は不可欠であった。

表4 Aファームの年齢構成

単位:人、(%)

日
一局
一弘
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一
時
一
不
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中
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n
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-
q
u
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4
4
-
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、-、J

~

1
一法

56-60 

4 (14.8) 

61-65 

7 (25.9) 

設立の動機としてもう lつあげられる。この集落

の専業農家は、法人設立者の 4人を含めて計.7人で

ある。それぞれ 4ha以上の認定農業者であっ たか

ら、法人を設立しなくても国の政策にのることはで

きたが、零細農家からすれば、閉じ農業をしていな

がら米価の下落に際しては補填がなく、収入に差が

でることに違和感があるだろう。いろいろな行事を

するにしても摩擦 ・しこりが出るかもしれない。そ

こで 4人が農地を提供しあって集落営農をはじめた。

その面積は、組合長 7ha (57歳)、副組合長 5

ha (65歳)、そのほか 4ha (59歳)と 6ha (66歳)、

都合 22haで集落内 36haの6害IJになる。大規模農

家居の割合が高い、この地域において、 4ha以上

層が将来を見すえ、率先してファームを立ち上げた

ことは評価されてよい。

つぎにその経営の実態についてみよう。

当集落の水田は、地権者が段地保有合理化法人と

しての農協にいったん貸してそこからファ ームが借

りるという形をとっている(7)。これは、農家からす

れば.法人をつくってもその将来性が万全とはいえな

いため、出家に安心を与える手だてである。

各構成員 (農家)がトラクタ ーから田植機、コン

パイン、乾燥機にいたるまで所有 している(表5)

ので、それらの機械を売却してファーム専用の新農

機具を調達する(行政)指導もあるが、稼働できる

うちは駆使して、その代わりこわれでも個人的に更

新させず、将来、フ ァームで一本化していく方針で

ある。それまでは構成員全員がオペレーターである。

66-70 

2 (7.4) 

合計

27 (100.0) 

71-75 

3 (11.1) 

76-

5 (18.5) 

表 5 集落慶家(構成員)所有機械の性能と台数

トラクター |馬力×台数、50x2、33x4、25x3、22
x6、19、16、不明x2

田植機 16条、 5条、 4条xll

コンパイン 15条x2、4条x2、3条x4、2条x5

乾燥機 145石、34石、30石、 28石x5、21石、
18石、7石

籾摺り機 15インチ、ほかに不明3台、

防除機 14台

(注)27農家中。

各構成員が従来から耕作してきた農地はファーム

の土地(賃借地)であるが、農作業は彼らに任せて

いる。 しかし、 2008年から 70a農家(構成員)と

1. 1 ha農家(構成員)の 2戸が耕作不能になった

ので、他の構成員が共同で維持管理している。

最後に、当集落営農の意義としてファ ーム代表は

つぎのように語っている。①もろこしの共同作業

(播種 ・定植)が喜ばれている。仕事の楽しさがわかっ

てくれればいい。も うけるための法人ではない。②

後々農地が荒れることなく継続していく 。農地が荒

れると集落自体も劇場する。③将来、ファームの田

をーま とめにできればいい。

(ii) Bファーム

1975年(昭和 50)前後に 20戸で闘場整備を実

施したあと、7.1<稲耕作組合協議会を立ち上げ、耕起・

代錨き ・稲刈り作業に限り、 7haぐらい請け負っ

ていた。ところがしだいに荒廃田が自につくように

なった。

157 



Problems of the collective agricultural management and 

sustainment of the rural community in Nagano Prefecture 

1998年(平成 10) 4月に市主催の今後の農業の

あり方について、推進委員会が開かれたが、そこで

動いたのは、農協を中心にまとまっていた当地区だ

けであった。その結果、 3~4 年間各地を視察して

2002年(平成 14)に営農組合(水稲中心の任意団

体)を設置し、地区 280戸中250戸がファーム組合

員となっ た。2005年に特定農業団体となり、 2007

年 12月に農事組合法人 (224戸)に、 08年 8月に

特定農業法人になった(8)。

このファームの水田は三種類の作業方式によって

維持されている。 1つは「共同計算J(プール計算)

に基づく作付水田であり、 2つは全面委託水田、 3

つは基幹作業のみの受託水田である。

1.機械でできる作業はファ ームのオペレーターが

おこない、その他の水管理から除草作業 (3回実

施の義務)をこなす構成員農家は共同計算(プー

ノレ5・十算)で利益を配当する。 しかし昨今、収量に

影響する水の管理はおざなりになりつつあり、こ

のような利用権設定、賃貸借は過渡的形態として

問題を内蔵しているといえよう。

2.全面受託(水田 16ha)の農家には 10a当たり

l万 2，000円の地代しか払わない。ただし、 08

年から水利費も払うようにした。オペレーターに

は時給 1，800円が支払われる。畦畔の草刈は各委

託者側で行うが、水管理はファームで担当する。

具体的には 8つある支部の支部長が管理し、 10a 

当たり 3，000円が支払われる。このように中間管

理労働の担当者が分離しつつあるところに特徴が

ある。

3. 作業ごとに 10a当たり受託料金(耕起 6，000

円、田植4，000同等)が決まっていて徴収する。

この部分作業受託は、 自分でおこなう草刈と水管

理も難しいところに差しかかっている。

このほかにファームに出資していながら自分で一

貫して作業をする者がいる。これは、将来、自身で

耕作できなくなった時のための、安心を求めたもの

である。彼 らが自分の所有する トラクタ ー (20~ 

26馬力程度のもの)を使って作業をした場合、ファー

ムの料金表より 1，000円を差し引いて支給する。た

だし、将来、トラクターを更新するのは構わないが、

その新トラクターで作業をした場合には作業料金は

出さないことになっている。
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ファームにおける常勤オペレーター(オペ) 2名

は50歳代で、花・アスパラ ・きのこを栽培してい

る。そのほか、春秋のトラクター ・コンパインのオ

ペ6名は、 30代 3名、 40代 2名、 50代 1名であり、

田植機のオペは 30代 l人、 50代 1人、 60代 1人に

見られるように、今後とも要員は確保できそうであ

る。

悩) Cファーム

1990年(平成2)に圃場整備事業(地権者95名)

が終了するとともに、 5つの集団転作組合(大河川

の東側地区)が作られ、プロックロ ーテーションに

より秋そばの栽培が行われてきたが、 1998年に集

団組合として一本化された。 この時からラジへリ

(ラジコンヘリコプター)による穂11巴散布、大型汎

用コンパイン導入による秋そば収穫がはじまった。

大型機の所有と稼働は、機械作業組合と機械利用組

合が担当していた。この 2組合と集団組合は 2003

年(平成 15)に統合され、 2001年から活動してい

た地域農業振興会(幼児を対象とした芋ほり ・とう

もろこし採り、そば祭り等、農業コミュニティー事

業を担当)に編入された。同振興会は農用地利用改

善団体として農地の集約等も担った。

一方、県から県内のモデルとして特定農業法人を

立ち上げてはどうかという要請があり、各方面の指

導を仰いだ結果、2004年(平成 16)にCファ ーム

が設立された。同年中に認定農業者に、さらに特定

農業法人として認定され、役員4人、社員 2人 (47

歳と 2009年度から採用の 18歳)、資本金は300万

円 (75万円x4人)の有限会社である。現役員代

表(9)は集団組合長、地域農業振興会長を歴任してい

る。

かつて 2002年(平成 14)に当地区の農家 106戸

を対象に市山林水産課とタイアップして将来の予

測調査(アンケート)をした結果は次のようであっ

fこ00)。

1.専兼別段家書IJ合では第 2種兼業農家が 80%を

占めている。兼業農家 (100%)の中には不安定

兼業農家 17%、自営農家 30%も含まれている。

以前は地元に東洋紡(平成11年撤退)や昭和電

工(アルミニューム生産の中止)の大労働市場が

あり、通勤時聞が短いために兼業労働も容易であっ



たが、それらの工場が撤退(縮小)した今、遠方

に通勤せざるを得ず、農業労働は必然的に大幅に

削減された。

2.農業従事者にしめる 65歳以上の割合は、49%

であった。

3.現在、農業経営を継続したい農家は 78%であ

るが、 5年後、 10年後の農業継続予測を問うと、

それぞれ 61%、 40%に減少している。 10年後も

農業を継続したい農家が半数に満たないとすれば

地域農業にとって危機的状況である。

農用地の利用集積についても、認定農業者である

担い手に集積してはいるものの、彼らにとって耕作

面積は飽和状態にきており、かっその担い手自身の

多くが高齢化してきている。良地の貸し手はいるが、

借り手がいなくなってきている状況が出てきており、

新たな担い手育成や農地の遊休荒廃地化対策が必要

である。

特定農業法人として認定されて以後、農地の賃貸

(流動化)面積は年々増大しており、借地は 2004年

44 haからはじまり 2009年には 131ha (表 6)、戸

数にして 148戸に及んでいる。良地の集積について

は一切勧誘していないにもかかわらず、 予定以上に

農地が集まる。これは、個人に貸し付けたとき、そ

こでのトラブルを考えた場合、法人の方が安心だか

らという理由のようである。

長野県における集洛営農の課題について

このほかに各種の作業受託に取り組んでいるが、

ちなみに稲刈りは 15ha (04年)から 18ha (06年)

に増大した後、 08年には 14haに減っている。各

作業とも 06年ないし 07年が受託面積のピークになっ

ているのは、農家が全面委託・受託するよりもファー

ムの「借地」にしたほうが経済的に有利になるから

で、借地に移行した結果である。

しかし同時に次のような問題に直面するようになっ

fこ。

① 飛び地が増え、作業効率が悪くなる。

② 小さい水田や荒廃回も多い。

③ 現在、 860枚の水田を維持しているが、水管理

が容易で、ない。その管理は1人で一日50枚が限度

である。(用水堰に水がきていないときは夜中に

役員がかけに行く。)

④ 土地柄、傾斜地が多いため畦畔の面積が広く 、

その草刈の労力 ・人件費が増大する。(住宅地近

辺の住人からは機器エンジン音にたいする苦情が

寄せられる。)

⑤施設 ・機器が飽和状態で、新規購入に迫られる。

(長期計画の見直しが必要とされる。)

表 6 作業概要

単位 :ha 

年 度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

総面積 43.7 62.2 85.6 103.4 122.3 130.6 

7)< 稲 35.4 53.7 60.3 79.5 82.2 88.7 
借

秋そ ば 6.2 6.1 22.6 9.4 10.5 21.1 

地
大 旦 13.1 8.4 8.0 

麦 一 一 19.4 11.8 

そ の他 2.0 2.4 2.6 1.2 1.7 0.8 

育 苗(箱) 1，669 2，500 2，626 2，878 1，846 3.179 

彩十 起 1.2 0.9 4.6 1.1 0.9 0.5 
f~ 

代蹟 き 1.1 1.1 2.4 1.5 0.8 0.6 
業

悶植え 3.4 2.9 4.4 7.4 3.6 5.3 
~ 

Eモ
四~'塗 り (km) 5.4 5.4 6.3 5.6 3.5 4.2 

稲刈 り 15.0 16.9 18.4 15.2 14.2 ワ

乾燥・調整(依) 3，786 4.055 3，413 3，442 3.038 ワ

(出所)cファーム資料による。
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m 3ファームの財務諸表

3ファームの経理内容を、 売上高を 100とした損

益計算書で対比すると次のような特徴がみられる

(表7)。

(i) Aファーム

同ファームの売上高 は、稲作売上高、大豆売上高、

その他(もろこし、農協から依頼された水稲の苗作

り3.500枚ほど)売上高のほかに(そば・大豆の)

作業受託収入からなっている。収穫された米はファー

ムから農協に販売され、最終的に作業に応じて構成

員に支払われる。

売上高のもととなる農地の利用状況は、水田 36

haのうち 24haで水稲を作り、 7haが転作大豆、

1 haのとうもろこし、 40aのそば、残り 4haほど

は家庭菜園等である。なお、 24haのうち 16haは

特別栽培米である。農薬成分を慣行栽培の 50%減

( 6成分)で生産されている特別栽培米はコシヒカ

リで 60g当たり l万5.000円 (2008年)、あきたこ

まちで 1万4，000円、これにたいして慣行栽培米 ・

一般米ではコシヒカリ 1万2.000円、あきたこまち

1万1，000円であった。10a当たり収量 は、慣行栽

培で9.5-10俵、特別栽培米は 8-9俵である。

売上原価のなかで大きいのは賃借料 (29.8%)

であるが、これは各構成員が 自分で所有する機械を

表 7・1 Aファーム損益計算書

主な科目

表 7-2 Bファーム損益計算書

主な科目

表 7・3 Cファーム損益計算書

主な科目

単位 :%

売上品 100.0 
稲作売上高 70.0 
大豆売上高 3.2 
その他売上高 17.7 
価絡補填収入 1.7 
作業受託収入 7.3 

売上原側 76.9 
種苗賀 3.6 
肥料費 14.7 
農薬費 8.8 
修繕費 4.5 
リース料 4.2 
賃借料 29.8 
支払い地代 3.1 
水利賀 0.3 
減価償却費 3.3 

売上総利益 23.1 
販売費一般管国!賀 4.7 
営業利益 18.4 
営業外収益 36.0 

作付助成収入 31.8 
奨励金 0.8 

営業外費用

経常利益 54.4 
特別利1ii 5.9 

経営安定補填収入 5.9 
特別損失 一

税引前当期利益 60.3 
当期利益 58.6 

(注)税引前当lVJ利益

=経常利議+ (特別利誌一

特別飼失)

2009 {ド 3月31日現在。

売上向

売上原価

肥料費

農薬費

労務費

作業委託費

リース料

支払地代 ・水利白

減イllti償却費

販売賀一般管!.ll!賀
給料手当

役員報酬

管理費

営業利孤

営業外収益

奨励金

雑収入

経常利益

特別l収疏

交付金収入

特別損失

I段業経営基盤強化準備金繰入

従事分品配当金

税引前当1倒利益

当期利益

(注)2008年 12月31日現在。
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単位 :% 単位 :%

100.0 I 売上高 100.0 
49.6 米 75.7 
6.8 そぱ 7.2 
5.9 その他 17.2 
2.3 売上原仰i 104.1 
17.2 肥料費 4.3 
2.4 農薬衛生費 7.3 
1.9 製品製造原価 89.0 
5.0 賃金給料 2.8 
14.8 雑給 12.2 
7.7 役員報酬 14.4 
0.4 減価償却費 19.3 
3.6 I 貨品・料(地代) 10.3 

修繕賀 3.7 
3.3 動力光熱費 3.6 
1.5 農具賀 2.1 
1.6 車両費 2.0 
39.1 売上総損失金額 ム4.1

販売費一般管朗自

20.6 営業損失金額 ム14.3
57.7 営業外収益 23.2 
15.0 補焼金 20.1 
35.7 営業外費用 2.0 

~ .~ I 
2.5 

経常・利益金 6.9 
特別利益 19.6 

前期修正益 14.3 
経営安定補填収入 5.3 

特別損失 1.9 
政府利用集積準備金 1.9 

税引前当WJ純利謎金

当期純利部金 7.3 
(佳)2009年 3月31円現在。



稼働した場合、ファームが賃借するという形をとっ

ている、機械の賃借料である。

各構成員の所有地に対する自家作業については、

作業料が支払われる。水聞に関してトラクターの馬

力ごとに減価償却費、燃料費、オペ労賃を加算して

支給されるものである。各自、作業日報はつけてい

るが、オべによって作業能率が違うので平均して

30 a (水田1枚)につきいくらという概算で支払っ

ている。

地代 (3.1%)は、原則として構成員には支払っ

ていないが、ファームを作る前から集落内で貸借が

あった農地および‘他集落農地については農業委員会

の定めたlOa当たり 8，000円(最高額)を(5戸

に、)農協経由で払っている。

減価償却費3.3%は、ファームの所有する大豆 ・

そば刈取り機、播種機、ハウスにたいするものであ

る。リース料4.2%は農協所有の機械にたいするも

のである。

販売賀一般管理費は荷造り運賃 2.7%がある程度

で、人件費がま ったくないため低率である。

営業利諮問.4%に営業外収益が加わ って経常利

益 54.4%、 最終的な当期利益は 58.6%に及んでお

り、このうち大部分が「仮払従事分量配当J(貸借

対照表によれば、 売上高にたいして 46.5%)とし

て構成員に配分される。特別損失金(位業経営基盤

強化準備金)を計上しない点もあるが、 売上高の

80%相当 (賃借料+仮払従事分量配当)が構成員

に配分されることになり、国の作付助成金 (31.8 

%)の意味するところは大きい仙。

(u) Bファーム

売上高の内容は次のようである。現在のファーム

加入水田而績は 87ha、 うち共同計算分 70ha02l、

全面受託分 17haで、作業受託(13)も少しずつ増えて

いる。その他の栽培品目と して、 転作凹 ・遊休地に

そば (4ha)などがある。

栽培品種は90%以上コシヒカリ (65ha)で、酒

米 2.5ha、そのほかもち米 0.8ha、こしいぷき帥

1. 3 haである。有機栽培はいまのところやってお

らず、慣行民法に徹している。米の 10a当たり収

量は 8.5俵までいく かどうかである。米は農協へ出

荷する 05)が、その引き取り価格は 07年(平成
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長野県における集洛首長室の課題について

19)に1万 2，600円と良質加算米(1，700円)で 1

万4，300円、 08年は 1万 2，000円であった。ちなみ

に09年度の売上高 (予想)によれば、米販売91.9 

%、育苗 2.2%、トラクタ一作業2.2%、コンパイ

ン作業3.7%となっている。

売上原価で大きい作業委託費 (17.2%)はラジ

へリ、カントリー・精米等の支払いである価。

Bファームの交付金収入は特別収益に組み入れら

れているので経常利益39.1%と特別収益22.0%を

加えると 61%となり、 Aファームの経常利益(作

付助成収入を含む。)54. 4 %を上回っている。 Bファー

ムはそのなかから農業経営基盤強化準備金繰入 (費

用)15.0%を控除して、残り 35.7%を従事分量配

当金として構成員に配分している。

いま、作付規模別米生産費仰 (10a当たり)の農

水省データからO.5 ~ 1. 0 ha屈の粗収益と物財貨

を摘出すると、それぞれ 11万2，000円、 9万3.173

円であり、その差 l万8，827円(家族労働報酬・ 支

払利子 ・地代含む。)を粗収疏で除すと、 18.8%に

しかな らない。米作でさえ物財費控除後の収入がそ

の程度であるとすれば、 集落営農(交付金 ・助成金)

の意義は大きいといえよう。ただし、いまのところ

大型機械導入の成果がどのように表れているかは明

らかにしえない。

。ii)Cファーム

売上高の内訳は、米 75.7%、そば 7.2%、その

他受託収入等 17.2%であり、栽培面積としては、

水稲作 131haのほかに、転作聞は 21ha秋そば、

8 ha大豆、11.8 ha小麦となっている。米の銘柄

は、あきたこまち 32ha、ひとめぼれ 21ha、コ シ

ヒカリ 10ha、酒米白樺錦 8.8ha、美山錦 3ha、

おらがもち 3ha、とどろきわせ(酒のかけまい)

2 haである。有機 ・減段薬栽培は、以前は 5haの

広さであったが、手聞がかかるし、安い米から先に

売れる時代になったので、現在は 1ha (あきたこ

まち、ひとめぼれ)に縮小 した。 10a当たり収量

は慣行栽培で 660~ 770 kg、11俵をめざしている。

11俵と らないともうからないという。

出荷先としては、農協 70%、近隣の業者(農協

以外)30 %で、前者の引き取り価格は l万 2，000

円前後であるのにたいして後者は 1，000円から
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1.500円高であるので、今後は後者を増やし、半々

にもっていきたいとしている。

売上原価iが売上高を上回っており、ム4.1%の赤

字を生んでいるのが当ファームの特徴である。減価

償却費 19.3%、雑給 12.2%、 役 員 (4人)報酬

14.4%、賃借料 10.3%が目立つ科目である。

減価償却費の実態は、まず有形固定資産(工場・

事務所敷地を含む)として 1億 5.500万円を有し、

そのうち建物 4，900万円、機械装置 5.800万円に関

するものである。 1haの敷地に、ライスセンタ一、

集塵施設、籾殻保管施設、米倉庫、コイン精米所、

りんごジュ ース加工場等が所狭しと設置されており、

かっ、そこの車庫には表 8のような機械が常備され

ている。農地を拡大していくと、今の機械では聞に

合わなくなるので新しいものを導入するにつれて経

営を圧迫することになる。当ファームでは利用権設

定は 6年までのものを引き受けており、09年は書

き換えの年に当たるので、地区外の農地は返上した

いと責任者はもらしている。

表 8 所有機械の種類と台数

トラクター 110馬力、 90、60x3台、50x3台、 28
回航機 8条3台、 5条1台、 4条i台

ラジへリ 2機

コンノイイン 水稲周 6条刈り 2台、4条刈り 1台
乾燥機 6インチ 2機

汎用コンパイン 秋そば・大正Z・小麦用98、95、80各 l台

2tダンプ2台、タイヤドーザ一、パッ

クホーン、リフト 2台、クローラー

その他
ダンプ、ロ ールベー ラ一、ブームス

プレヤー、 空間|トレーラー 4台、ス

チームクリーナ一、 穀物冷蹴雌 2台

など

次に雑給である。農地が増えるにつれて、 当地域

は傾斜地であるため畦畔面積が広く、 草刈がたいへ

んになる(18)0 4月から 8月までハローワークを通じ

て外国人労働者も含めた|臨時雇用(時給 780円)を

いれ、 年間延べ 3.230人日 (2008年度)ほどに逮

する。また水見(水管理)についてもアルバイトを

使っているが、 1人がいくらがんば‘つでも i日にこ

なせる面積は少ない。この雑給増大が経営圧迫の要

因とされている。
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役員報酬がきわめて安いファームもあるが、役員

は大企業や農協を中盗塁職して専従となった、当ファー

ムの設立いきさつからきている。賃借料は借地面積

に応じた地代である。市内の場所別の標準小作料に

依拠して、圃場整備の行われたところは 10a当た

り8.300円、未整備団地域では 6.200円となってい

るω)。当ファームで構成員の所得となるのはこの部

分のみである。

売上総損失金額(ム4.1%)に、租税公課(消費

税 ・国定資産税等、売上高に対して 7.2%に相当)

を含む「販売費及び一般管理費Jが加算されてム

14.3%とな り、それに営業外収益の補填金があっ

てようやく収支があっている。経営安定補填収入と

農用利用集積準備金は、固定負債の引当金(貸借対

照表)に繰り入れられ、土地 ・機械の購入準備資金

( 5年以内)となるものである。いずれにしても当

ファームはきびしい操業を強いられており、それ

は固定負債(長期借入金) 1億円の存在に表れてい

る師。

おわりに

(1) 

Aファームは 2006年設立で、集落参加構成員は

1集落 28戸 (36ha)とまとまっている点、とりわ

け複数の認定農業者が率先して努力したのであるが、

その動機は集落構成員の共同体意識、生活、文化の

維持 ・発揚であった。現在は各構成員の所有する農

業機械を使って集蕗営農を行・いつつ、とうもろこし

の共同作業を通じて、仕事の楽しさがわかってくれ

ればいい、もうけるための法人ではない、将来、ファー

ムをーまとめにできればいいと、ファーム代表は願

望を述べている。構成員が少人数でまだ立ち上がり

聞もない集落営肢の実態をよく表しているといえよ

つ。

Bファームの起源は 2002年の営l員組合で、 07年

に224戸の民事組合法人が成立 した。耕作形態は

「共同計・算」を主車111 (69 ha) としつつ、 全面受託

(16 ha)と基幹作業の受託がある。ところが、 共同

計算で・は水の管理が一部でなおざりにされつつあり、

水管理は収置に影響する重要な作業であるが、怠慢

があ っても向分の所得配分には直接かかわ らないと



いう気持ちが出てきたせいであろう。そのためか、

全面受託では管理作業のうち草刈は委託者負担とし

水管理はファ ームが請け負うことにしているo

Cファームは、2004年に設立され、起源は 1998

年集団組合に始まる特定農業法人である。ファ ーム

の「借地」が次第に増大していく中で 2006、07年

以後全面受託が借地に切り替えられ、現在、借地は

131 haに及んでいる。 3ファ ームの中で最も大規

模である。しかし、土地が集積されればされるほど、

飛び地(分散錯圃)、荒廃回がふえるにつれて、水

管理と畦畔草刈が増える。機械の大型化を迫られる。

ファームの事態は深刻で、今年いっぱいで賃借期限

のくる地区外水田を地権者に返却したいとするとこ

ろまで来ている。

(2) 

Aファームでは、水稲 24haのうち 16haは特別

栽培米をつくっており、慣行栽培米以上の値段で位

協へ出荷している。これに大豆、もろこし、そばを

加えた売上金から経費(賃借料という機械使用料=

構成員に支給、も含む。)を控除した残額(売上高

の80%ほど)が構成員に分配される。その背後に

おいて政府の助成金の果たす役割は大きい。

Bファームでは経常利益から農業経営基盤強化準

備金繰入(費用)15 %が控除されたのち、売上高

にたいして 35%相当が「従事分盛配当金」として

構成員に配分されている。 Aファームとくらべて

準備金繰入がある分だけ、従事分量配当金は少なく

なるが、それでも、米生産費(農水省)の(組収益一

物財費)/組収益x100 = 18.8 %と比べるとかな

り良好な結果となっている。

Cファームでは特別栽培米は手聞がかかり、安い

米から売れるl時代なので極力減らしながら、販売先

は農協中心 (70%)からより高 く購入してくれる

近隣業者に比重を移そうとしている。都市部ほど有

長野県における集務営農の課題について

部分となっているところに原因がある。減価償却費

は水稲 131haを維持していくための機械 ・装置の

規模に負うところが大きい。面積が増大するにつれ

て高性能の機械を導入せざるを得ない側面と、その

稼働率の不十分さに経営はさいなまれる。雑給は傾

斜地で法が大きい畦畔の草刈と水管理に投ずる雇用

労働の大きさを表している。Bファームでは 2つの

管理労働の方法に分断(水管理のファーム負担)が

生じていたが、さらに規模の拡大した Cファ ーム

における2管理労働のファ ーム引き受けは経営にとっ

て大きなネックとなっている。賃借期限のきた地区

外農地を返還したいとするファ ーム代表発言の論拠

がここにある。

経済のグローパル化と担い手の高齢化が進み、か

っこの 10年聞に米生産費以上に米生産者価格が下

落別している日本農業において、農業所得支持とと

もに新しい担い手の育成は不可欠といえるが、 Cファー

ムのように規模が大きくなると、構成員の共同体意

識は次第に希薄となり、管理労働を各農家に任せる

わけにはいかない。その結果が赤字経営となってい

る。これを防ぐためには生産物の高付加価値化(有

機栽培など)、販売方法の工夫・改善とともに、一

定規模(以内)が目安とされるといえよう。規模の

経済性が貫徹するためには、錯闘状況(水田の管理

労働の負担増加)が克服されねばならない問。

ところで、新政権が誕生して出業政策はガラリと

変わろうとしている。自給農家を除く 10a以上出

産物販売位家を対象とする総段家戸別補償政策は、

いままでの担い手対策に対置されるものである。高

齢化等により耕作できない農家の農地をどのように

維持していくのか、こうした構造政策が見えないと

ころに危倶を抱かざるを得ない問。担い手の脆弱化

に対処しなければ農産物自給率の向上もままならな

いといえよう。

機栽培 ・低良薬に関する住民意識は高いと思われる が:

ので、特別栽培米を(大)都市部で売るようなルー

卜を開発すべきであろう。

このファームの特徴は売上原価が売上高を上回っ

ており、設立11寺から赤字経営となっている。費用と

して減価償却賀、制I~給、役員報酬、 賃借料(地代)

がそれぞれ-0幾%を占め、その合計が大きな構成
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(1) 全国民Z覧会議所編 rm洛営陸マ ニュアルJ(~2 版)

2008年6月、 2頁。日l代洋一 『集滋営112と辺、業生@.訟・人j

筑波官房、2006"l' 8月、17頁。

(2) 出水省 『ポケ ッ ト J~林水産統計・ 2008J農林統計協会、

131頁。

北陸、東海、近畿では農家以外の民業事業体も大規模
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経営として展開し、また山陰、山陽、四国では農業事業

体が急速に巌聞してきているのに対して、北関東では農

業事業体の「増加借地面積に対する寄与孫」 は低い。(細

山隆夫 「農地利用の変化と担い手の実態」小田切徳美

『日本の農業- 2005年農業センサス分析一』農林統計協

会、 2008年8月、 131-3頁。)

一方、農業構造再編があまり進んでいない (2007年産

米+4麦+大豆のカバー率)長野県であるが、集落営農

のシェア(作付計画商積にしめる集務営農筈IJ合)が高い。

(谷口信平日「食料自給事向上を支えた農業の多様な担い手

像一現実と可能性一」梶井功編『食料自給率向上へ !J

日本農業年報55、農林統計協会、 2009年 1月、 102頁)

(3) 安藤光義「総兼業地帯における築洛営農の現状と展開

方向J["農業と経済J71巻 5号、昭和蛍、2005年 5月、

54頁。

この先行研究をさらに深めて、地域の実情に合わせて

多様な類型を提示しているものに、小林元 ・問中秀樹

「築浴農場型農業生産法人の展開と課題-[IJ国中山間地峡

広島」梶井功編『民業構造改革の現段階』日本農業年

報53、民林統計協会、 2007勾-:.3月、 163頁以下)がある。

(4) 間代洋一『日本農業の主体形成』筑波宮房、 2004年 8

月、 217頁。

(5) 団代 『阿古J310頁。

(6) 関東山政局長野山政事務所編 『データ81J長野良林統

青|・協会発行、 2007年。 126、150、160貰。

(7) 他の~務では改善団体まで組織化がすすむが、その先

はI印鑑している。中堅の担い手がいない、年寄りががん

ばっている(慎重、消極的)、米を位協へ出荷しないで業

者へ出しているなどで民家聞の理解が得られない。これ

に対して、 当集蕗では各出家のう|去をJ~協に tl1荷していた

ことがよかった。(ファーム代表の話)

(8) ファ ーム組合長(代表現事)は90a耕作の 62自主で、出

協の理事を総て市会議員を務めており、その下に4名の

f1[1事がいるo

(9) 現紅60歳、ファ ーム設立までは大手企業並1胸、1.5 ha 

経営。初代代表は位協勤務、1.5 ha級官、現在 70歳。

(10) Cファーム資料による。

(11) ファーム代表は「水任|に関しては例成員の所得は個人

経営のJJ)}合と同じであるからプラスにはならないはず。」

と言っている。

(1Zl 直t漏水間flli秘 33ha、移植71<1:1'1面積37haである。

(13) トラクタ一容作業(緋起、代償き)13.5 ha、コンパイ

ン(稲刈り)7 ha、水稲断 1915箱。これが全蘭受託になっ

てくれば利主主が多くなる。

(1唱水聞のアスパラf'l'を水稲に戻すときはこしいぶき。

日日 生産された米からまず自家保白.米を差し号|く。位協へ

出荷する{!llj絡と同じ金稼iで出家に引 き取ってもらう。引

き取る保有米の限度はないが反別にぷづく限度はもうけ

ている。

(6) 営J~組合設:l'Lïiíïに附入した機械は帳簿には載っ てこな
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いので、売上原価の減価償却費5.0%は低めに抑えられ

ている。支払い地代・水利銭は農家の全面委託分につい

てのみ支払うのであって、共同計算分については除外さ

れている。

(1百 農林水産省 『ポケット農林水産統計2008年』農林統計

協会、 214頁。

間 2008年 6月 27日の、市と地元の複数ファームとの行

政懇談会の席でも、農地が培えるにつれて陛鮮の若草刈lの

困難さ、経営の圧迫についての愈見が出され、「農業推進

支援センタ ーでは、他の特定農業法人の立ち上げに、ど

う取り組んでいるのか」という質問が提起された。

(19) 2007年 2月に告示された金額である。その告示によれ

ぱ、市内で標準小作料段高額の地区では整備済みEElI万

4.300円、未盤備悶1万 1.500円となっている(県躍業政

策課編『長野県の標準小作料J2008年 4月)。この地区

格差はlOa当たり収量や地価絡差て・は説明がつかない。

いずれにしろ Cファーム経営方式を小作料段高額地域に

適用すれば、いっそう困難をきたすと思われる。

聞 経営の緊縮化もはかられている。①役員の一人に機械

屋がいて機械の修理は自前で行っている。②トラクター

の護隊は有線(電話)の屯柱を払い下げてもら って組み

立てて毘根だけ葺いた。③農薬、 j肥料の購入に際しでは、

各業者から見積もりをとって注文している。

凶 1998年-2007年において、 生産費の低下 18%にたい

して生産者価格の下滋 25%0 (服部信司「コメをめぐる

現状とコメ政策の諜題Jrt~村と都市をむすぶJ 695号、

2009年 9月、 18頁。)

聞 広島県の 2フyームの研究成果を、 ①オペレーターの

みの農作業に依存し、その他の組合員=地椴者が畦~t管

恕作業をm当する「垂直的な結合関係J(フ 7 ーム

UCHI)と②オペレーターと管理れーまた者集団が多様な形

で労働参加する「水平的な結合関係J(露兼出場)に類型

されている。 2類型と もに殴町f:管m!作業~・を組合員(締成

員)が担当しているが、この作業:を*:fi告の Cファームで

は臨時康問に依存している点に大きな差異ーがあり、経営

の厳しさを磁成している。(小林元 rm泌型脱業生産法人

の組織的性絡と課題JI;;J.政調:俊委員会編『日本の123長』

240号、2007年 10月、52頁。)

1995年民業センサスを分析し、北陸 ・中国に多い「集

均年ぐるみ型」と「数戸協業型Jに分類した成果がある。

しかし、これも「管m!作業・は所有者が行っている」ょう

である。(金子いづみ「築総ぐるみ型法人の地域絞型とそ

の論JJlU 日水位業経済学会編 r2002年度日本農業経済学

会論文集』農業経済研究)]111111、101-104頁。

四佐伯尚美『米政策の終:ぽJ1見林統計出版、2009年4月。

同 f般折した米政策改革とその問題点J梶井以j編 f股村

と都市を結ぶJ695 ~号、 2009 年 9 月号。


